
提 出 書 類 関 係 一 覧 
№１ 

№ 約款 提出書類（様式名） 提出先 提出時期 備考 

１  着工届 監督員 契約締結後5 日以内 様式１ 

２ ３条 工程表 契約担当課 契約締結後14 日以内 様式２ 

３ ７条 
下請負関係者

一覧表 
監督員 

下請人に施工させよ

うとする時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 様式第１号 

４ ７条 下請負報告書 監督員 
工事完成検査後 

２ヶ月以内 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 様式第２号 

５ ７条 理由書 監督員 
社会保険未加入業者

と締結した時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 参考様式第１号 

６ ７条 施工体制台帳 監督員 
下請人に施工させよ

うとする時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 参考様式第２号の１、 

参考様式第２号の２ 

７ ７条 施工体系図 監督員 
下請人に施工させよ

うとする時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 様式第３号 

８ ７条 作業員名簿 監督員 
下請人に施工させよ

うとする時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 様式第４号 

９ ７条 再下請通知書 監督員 
再下請人に施工させ

ようとする時 

企業団元請・下請関係適正化 

指導要綱 参考様式第５号の１、 

参考様式第５号の２ 

10 ９条 監督員通知書 ― ― 
様式３－１～様式３－２ 

（企業団職員にて作成） 

11 ９条 監督員変更通知書 ― ― 
様式３－３～様式３－４ 

（企業団職員にて作成） 

12 ９条 工事打合せ簿 監督員 そのつど 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第１号 

13 ９条 確認書 監督員 そのつど 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第３号 

14 10 条 

現場代理人及び

主任技術者等通

知書 

契約担当課 工事着手の前日まで 様式４－１ 

15 10 条 経歴書 契約担当課 工事着手の前日まで 様式４－２ 

16  
施工計画書 

（工事打合せ簿添付） 
監督員 工事着工前 様式５ 

17 11 条 工事履行報告書 監督員 毎月 月初め 福島県共通仕様書 様式第８号の３を準用 

18 13 条 工事材料検査申請書 監督員 検査を受けようとする時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第４号 

19 15 条 支給品受領書 監督員 支給品を受領した時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第５号 



提 出 書 類 関 係 一 覧 
№２ 

№ 約款 提出書類（様式名） 提出先 提出時期 備考 

20 15 条 貸与品借用書 監督員 貸与品を借用した時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第６号 

21 15 条 支給品精算書 監督員 支給品を精算した時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第７号 

22 15 条 貸与品返納書 監督員 貸与品を返納した時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第８号 

23 20 条 中止命令 監督員 中止する時 福島県共通仕様書 様式第１９号の１を準用 

24 20 条 中止解除 監督員 解除する時 福島県共通仕様書 様式第１９号の２を準用 

25 24 条 工期延期申請書 監督員 工期の延長を求める時 様式６ 

26 32 条 工事完成届 監督員 工事完成後延滞なく 企業団請負工事検査規程 様式第１号 

27 32 条 工事目的物引渡書 監督員 竣工検査合格後速やかに 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第１５号 

28 33 条 
請求書（部分払い、

完成） 
監督員 竣工検査合格後 様式７ 

29 34 条 部分使用承諾書 監督員 部分使用をする時 企業団請負工事検査規程 様式第３号 

30 35 条 前金払請求書 監督員 保証契約締結後 様式８ 

31 35 条 前金払保証書 監督員 保証契約締結後 ― 

32 38 条 
既済部分検査

請求書 
監督員 

出来高検査を受けよ

うとする時 
企業団請負工事検査規程 様式第２号 

33 38 条 部分払請求書 監督員 
出来高検査を受けよ

うとする時 
様式９ 

34  
建設業退職金

共済金収納書 
契約担当課 契約締結後速やかに ― 

35 14 条 工事写真 監督員 工事完成後延滞なく 福島県共通仕様書 様式第95 号を準用 

36  現場発生品調書 監督員 現場発生品が生じた時 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第９号 

37  
建設産業廃棄物

処理結果報告書 
監督員 工事完成後延滞なく 

企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第１０号 

38  事故等発生報告書 監督員 事故等の発生後速やかに 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第１１号 

39  竣工図 監督員 工事完成後延滞なく 紙面、電子データ両方、提出 

40  社内検査記録 監督員 中間・完了の社内検査後 様式１０－１～様式１０－２ 

    

      

      



提 出 書 類 関 係 一 覧 
№３ 

№ 約款 提出書類（様式名） 提出先 提出時期 備考 

 （ 委 託 関 係 ）    

1  着手届 監督員 契約締結後5 日以内 様式１１ 

2  工程表 契約担当課 契約締結後14 日以内 様式１２ 

3  監督員通知書 ― ― 
様式１３－１～様式１３－２ 

（企業団職員にて作成） 

4  監督員変更通知書 ― ― 
様式１３－３～様式１３－４ 

（企業団職員にて作成） 

5  業務打合せ簿 監督員 そのつど 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第１号を準用  

6  確認書 監督員 そのつど 
企業団請負工事監督事務処理要領 

様式第３号を準用 ＊１ 

7  
現場代理人及び

主任技術者等通知書 
契約担当課 業務着手の前日まで 様式１４－１ 

8  経歴書 契約担当課 業務着手の前日まで 様式１４－２ 

9  
業務計画書 

（業務打合せ簿添付） 
監督員 業務着手前 様式１５ ＊１ 

10  業務履行報告書 監督員 毎月 月初め 
福島県共通仕様書 様式第８号の３を準用 

＊１ 

11  委託期間延期申請書 監督員 委託期間の延長を求める時 様式１６  

12  委託完成届 監督員 業務完成後延滞なく 企業団請負工事検査規程 様式第１２号 

13  成果品目録 監督員 業務完了後速やかに 様式１７ ＊１ 

＊ 1 設 計 、測 量 及 び調 査 に係 る業 務 委 託 については、本 様 式 により提 出 を行

うこと。なお、その他 業 務 委 託 については、監 督 員 より指 示 がある場 合 に限 る。 

 

 

 

 

 



その他提出書類一覧表 

N0. 1 

項  目 様 式 提出書類 (様式名) 摘     要 

配  管  工 １８ 配管工届 （工事打合せ簿添付） 

 １９－１～１９－1７ 継手チェックシート （工事打合せ簿添付） 

 ２０ 水圧試験報告書 （工事打合せ簿添付） 

 ２１ 水質試験報告書 （工事打合せ簿添付） 

 １８ 溶接工届 鋼管の溶接（工事打合せ簿添付） 

  Ｘ線透過試験成績表 （工事打合せ簿添付） 任意様式 

  超音波試験記録 （工事打合せ簿添付） 任意様式 

水 槽 構 造 物 22 水張試験報告書 （工事打合せ簿添付） 

 23 消毒経過報告書 （工事打合せ簿添付） 

埋  戻  工 県 骨材試験成績一覧表 保護砂、埋戻用砕石 

路  盤  工 県 骨材試験成績一覧表 路盤材 

 県 修正CBR 試験 埋戻用砕石、路盤材 

 県 現場密度測定試験 上層路盤工 

舗  装  工 県 骨材試験成績一覧表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用骨材 

 県 ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験 瀝青材料の品質証明書 

 県 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密度試験 〃 

 県 ﾏｰｼｬﾙ試験結果表  

 県 混合物の理論最大密度  

 県 設計ｱｽﾌｧﾙﾄ量の決定  

 県 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材検温  

 県 舗設時検温 舗装施工時 

 県 ｺｱｰ採取試験結果表  

 県 道路舗装カード 国、県道の復旧 

無筋・鉄筋コンク

リート工 

県 ﾚﾃﾞｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 

配合報告書 
 

 県 骨材試験成績一覧表 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 

 県 ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合設計計算書  

 県 スランプ空気量試験  

 県 ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験  

 県 テストﾊﾝﾏｰによる強度試験  



その他 提 出 書 類 一 覧 表 

N0. ２ 

項  目 様 式 提出書類 (様式名) 摘     要 

塗  装  工 県 塗装厚測定結果記録表  

薬 液 注 入 工 県 薬液注入日報 推進工法等 

 県 水質監視記録簿 〃 

 県 水質監視日報 〃 

出 来 形 管 理 県 出来形管理図表(表紙) 土工、舗装、構造物 

 県 出来形管理図表(図表)  

品 質 管 理 県 品質管理図表(表紙) ｺﾝｸﾘｰﾄ、土、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 

 県 ヒストグラム  

 県 度数表  

 県 ｘ
ー

-R 管理ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ  

 県 ｘ
ー

-R 管理図  

 県 X 管理図  

 県 X-Rs-Rm 管理ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ  

 県 X-Rs-Rm 管理図  

様式の欄の県は、福島県土木部監修｢共通仕様書（土木工事編Ⅲ）｣を参照 


